
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福井県知事より「緊急事態宣言直前」の言葉が発せられ、次のような「県民行動指針」が発表されました。 

 

県民行動指針 

１ 週末、平日夜間における不要不急の外出・会合を自粛する  
 

２ 感染防止対策を徹底する  
 

３ 感染リスクが高まる密閉・密集・密接の場を「つくらない」「近づかない」 
 

４ 職場における働き方の見直しや健康管理を徹底する  
 

５ 緊急事態宣言の対象地域など他県との往来を自粛する  
 

６ 必要以上の買物を控えるなど冷静に行動する  
 

７ 人権・個人情報保護を徹底する  
 

令和２年４月８日            福井県知事 杉本 達治       

 

 特に、ご家庭では、子供たちに関して･･･ 
 

・週末や平日夜間における不要不急の外出をしない。 

・発熱等の風邪症状がみられる際には外出しない。 

・こまめな手洗いや咳エチケットなど、感染防止対策を徹底する。 

・体調が悪いときは外に出ず、相談窓口やかかりつけ医に電話で相談する。 

・体調不良の家族がいる場合には、生活空間や共用物の分離、トイレ等の消毒など、同居家

族内における感染防止対策を徹底する。 

・感染リスクのある「換気の悪い密閉空間」「多数が集まる密集場所」「間近で会話や発声を

する密接場所」を避ける。特に感染リスクの高まる３つの条件がそろう場を徹底的に回避

する。 

・感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関・医療関係者その他の対策に携わった

方々に対して、誤解や偏見に基づく差別を行わない。 
 

これらについて、お子様と十分に話し合っていただき、子供たち自身が自分の命や健康を守る力を身につ

けることができるよう、「生きる力」につながるご指導をお願いしたいと存じます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福井市安居小学校 学校通信 

令和２年 ４月 ９日 №２ 

〒918-8076福井県福井市本堂町 4-12 
(市外局番 0776)Tel: 37-1004 Fax:37-1582 
E-mail: ago-e@fukui-city.ed.jp 

 この学校だよりは、学校のHP（http://www.fukui-city.ed.jp/ago-e/）でもご覧になれます。 

 

 昨年度末の休業中に発行し

た臨時増刊号と同じように、

4 月８日からの臨時休業中に

も随時発行します。 

 なんとかして、ご家庭と学

校とがつながっていたいとい

う強い願いをもって HP 上に

掲載しますので、どうぞご覧

ください。 

臨時 

増刊号 

№１ 

外出 
感染防止 

体調 

３密 

人権 

感染を防ぐために自宅で過ごすことが大切です。 
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